
以下は広告スペースです。

＜12＞ 広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。
また、大阪市が推奨するものではありません。

◆中央区の推計人口 （令和4年6月1日現在）　人口  109,249人 （前月比 ： +471人）　世帯数 71,704世帯 （前月比 ： +466世帯）
◆「広報ちゅうおう」は115,500部を発行し、7月号1部あたりの発行単価（配布費用含む）は約16.6円です（うち約1.1円を広告収入で賄っています）。

広報
令和4年7月　NO.314

問合せ 行政委員会事務局選挙部選挙課☎６２０８-８５１１　　 ６２０４-０９００　中央区選挙管理委員会☎６２６７-９６２６　　 ６２６４-８２８３FAX FAX

　見守り相談室では、地域の見守り活動に同意確認できた方の「要援護者名簿」
（３面）を活用し、地域と連携した取組をすすめています。

　町会長などの地域役員・民生委員・地域福祉
コーディネーターが集まり、町会の地図へマッピ
ングしながらお互いの情報を共有しました。また、
「マンションの方は情報が入りにくい」「見守り活
動にどのように情報を有効活用していくか」など
の課題も話し合いました。「向こう三軒両隣」を
モットーに、お互いに助け合える地域をめざして、
今後も会議を継続していきます。

問合せ
見守り相談室（中央区社会福祉協議会内）　☎6763-8139　　 6763-8151
保健福祉課（保健福祉）４階43番　☎6267-9857　　 6264-8285

FAX

FAX

見守る！ つながる！ 気にかける！

こんにちは! 見守り相談室 です♪
＃02 地域と連携した活動をしています！

　参議院議員通常選挙は、今後の日本の進路
を決める重要な選択の機会です。
　有権者の皆さん、必ず投票しましょう！
　当日、投票に行けない方は期日前投票・不在
者投票をしましょう！

　各投票所に車いす用の投票記載台
やスロープなどを設置しています。
　なお、投票の際に手話通訳が必要な
方は、事前にお申込みください。

第26回

参議院議員
通常選挙

　出張等の都合により投票ができな
い方、指定施設に入院・入所している
方、身体に重度障がい等のある方は不
在者投票ができます。（事前手続きが
必要です）
※新型コロナウイルス感染症により療養等を
されている方で、一定の要件を満たす場合、
郵便等により投票をすることができます。
（特例郵便等投票）

　視覚に障がいのある方は点字投票
ができます。また、ご自身で用紙への
記入が困難な場合は代理投票ができ
ます。各投票所でお気軽にお申し出く
ださい。

点字投票・代理投票

不在者投票

安心して投票所へ

　投票日に仕事やレジャーなどの予定
がある方は、期日前投票ができます。

６月23日（木）～７月３日（日）8:30～20:00
７月４日（月）～７月９日（土）8:30～21:00

中央区役所 ６階会議室

と　き

ところ

期日前投票

７月10日日 7:00～20:00

投票案内状が
なくても投票
できます。

5月27日に「桃谷地域見守り会議」を開催しました。

民生委員、地域福祉コーディネーター、地域などが、
同
意
書
を
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名
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成

寄り添った
見守りをします

なにか困ったことがあれば
専門職につなげます

地域で
気にかけます

問合せ

市民協働課（まち魅力推進）5階52番 ☎6267-9832　　 6264-8283FAX

　大坂城の築城工事に従事した道頓（どうとん）は、豊臣秀吉からその恩賞
として荒地だった現在の道頓堀一帯を与えられました。
　慶長17（1612）年、道頓が私財を投げ打ち開削に着手。大坂夏の陣で
道頓は戦死しましたが、大坂城主松平忠明（まつだいらただあきら）の命で
従弟の道卜（どうぼく）が工事を引き継ぎ、元和元（1615）年に運河が完成、
開削者・道頓の功績をたたえ「道頓堀」と名付けられたといわれます。
　その後、江戸幕府が大坂を直轄領とし、市街地の拡張策をとった時から道
頓堀の町づくりが始まります。寛永3（1626）年頃、芝居小屋を道頓堀に移転
させたことにより道頓堀が芝居町となり大坂有数の繁華街に発展しました。

～中央区魅力発信！ いま むかし にぎわいパネルより～

昭和初期 平成後期

“にぎわいのまち”のランドマーク 道頓堀
どう ぼりとん

Vol.1

中央区いいとこ ～いま むかしの にぎわい～っと！ギュギュ


